
　
就
職
や
退
職
な
ど
で
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
か
ら
脱
退
や
加
入
を
す
る
と

き
は
、
左
表
の
他
、
印
鑑
と
世
帯
主
・

被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る

物
を
用
意
し
て
、
14
日
以
内
に
市
役
所

国
民
健
康
保
険
課
２
階
21
番
窓
口
か
市

民
課
１
階
５
番
窓
口
、
各
支
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
退
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退

し
て
も
、
自
動
的
に
国
保
の
加
入
手
続

き
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
は
特
定
健

診
、
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
に
は
後

期
高
齢
者
健
診
を
実
施
。
５
月
に
送
付

す
る
受
診
シ
ー
ル
で
、
無
料
で
受
診
で

き
ま
す
。
か
か
り
つ
け
医
で
早
め
に
受

診
を
。
対
象
は
来
年
３
月
31
日
㈫
ま
で

に
40
歳
以
上
に
な
る
加
入
者
で
す
。

● 

人
間
ド
ッ
ク
の
一
部
費
用
を
助
成

　

 （
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

　
受
診
シ
ー
ル
を
使
っ
て
特
定
健
診
を

受
診
し
な
い
加
入
者
を
対
象
に
、
人
間

ド
ッ
ク
健
診
費
の
一
部
（
２
０
，
０
０

０
円
）
を
助
成
。
対
象
は
来
年
３
月
31

日
ま
で
に
30
歳
以
上
に
な
る
加
入
者

（
申
請
か
ら
受
診
ま
で
継
続
加
入
）
で
、

国
保
税
・
後
期
保
険
料
に
未
納
が
な
い

人
で
す
。
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
印
刷
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
＝
❶
４
月
10
日
㈬
〜
13
日
㈯

（
支
所
は
12
日
㈮
ま
で
。
郵
送
の
場
合

は
８
日
㈪
か
ら
受
付
）
❷
６
月
５
日
㈬

〜
12
月
27
日
㈮
（
❶
で
定
員
に

な
っ
て
い
な
い
場
合
の
み
）
に
保

険
証
を
持
参
し
、
前
橋
保
健
セ
ン

タ
ー
、
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富

士
見
支
所
へ
直
接
。
ま
た
は
電
子

申
請
、
郵
送
で

ん
。
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合
は
さ
か
の

ぼ
っ
て
国
保
税
を
納
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

● 

保
険
証
の
再
交
付

　
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
の

本
人
確
認
書
類
と
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
物
、
破
損
の
場
合
は
破

損
し
た
保
険
証
を
用
意
し
、
市
役
所
国

民
健
康
保
険
課
か
各
支
所
、
上
川
淵
・
桂

萱
・
元
総
社
・
南
橘
・
東
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
人
生
の
節
目
に
は
国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
忘

れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　４月から小中学校に入学する子ども福祉医療費受給資格者に
新たな受給資格者証を発送しました。４月以降に医療機関を受
診する際は、健康保険証と併せて新しい受給資格者証を提出し
てください。一人親家庭や重度心身障害などで認定されている
人は、現在持っている受給資格者証を使用してください。
● 保険証が変わったら届け出を
　福祉医療費受給資格者の健康保険証が新しくなった場合は
市へ届け出が必要です。受給資格者証の切り取り部分に記載し
てある保険情報を、現在使っている健康保険証と比較してくだ
さい。届け出は市役所23番窓口か大胡・宮城・粕川・富士見支所
へ。郵送での届け出を希望する場合は問い合わせてください。
● 給付金が支給されたら連絡を
　福祉医療費受給資格者の医療費の一部負担金は市が賄って
います。そのため、加入中の健康保険から高額療養費などの給
付金が支給された場合は市へ返還が必要になることがありま
す。該当するときは申し出てください。

問 国民健康保険課 ☎０２７‐８９８‐６２５３

３月中に届きます
子どもの受給資格者証を更新

就
退
職
の
節
目
に
は

国
保
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に

人
間
ド
ッ
ク
健
診
費
の一部
助
成
も

健
診
は
毎
年
受
け
ま
し
ょ
う

問 

国
民
健
康
保
険
課　
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
０

問 

国
保
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は

　

 

保
健
指
導
室　
☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
５

　

 

後
期
高
齢
者
医
療
人
間
ド
ッ
ク
に
つ
い
て
は

　

 

国
民
健
康
保
険
課　
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
３

問 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
０
‐
１
７
５
５

消
費
者
の
豆
知
識

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
会
費

事
例　

１
年
前
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン

ド
に
行
っ
た
際
、
店
員
か
ら
「
会
員

に
な
り
ま
せ
ん
か
。
１
リットル
当
た
り
２

円
安
く
な
り
お
得
で
す
」
と
言
わ
れ

て
申
し
込
み
ま
し
た
。
そ
し
て
本
日
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
か
ら
年
会

費
の
請
求
書
が
届
き
ま
し
た
が
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
作
っ
た
覚
え
は

あ
り
ま
せ
ん
。

回
答　
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
や
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
勧
め
ら
れ

る
会
員
カ
ー
ド
に
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

機
能
付
き
の
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
申
し
込
ん
だ
本
人
は
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
作
っ
た
認
識
が
な

く
、
年
会
費
の
請
求
な
ど
を
受
け
て

初
め
て
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

会
員
カ
ー
ド
を
作
る
際
に
は
、
カ
ー

ド
の
機
能
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
不
要
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

は
退
会
手
続
き
が
必
要
で
す
。
不
安

な
こ
と
が
あ
る
人
は
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

国民健康保険の主な届け出

届け出が必要な場合 用意する物

国
保
に
加
入

他の市区町村から
転入した

届け出者の
本人確認書類

職場の健康保険を
やめたか扶養家族で
なくなった

社会保険離脱証明書※、
届け出者の本人確認書類

子どもが生まれた 届け出者の
本人確認書類

生活保護を
受けなくなった

保護停止・廃止決定
通知書、届け出者の本人
確認書類

国
保
を
脱
退 

他の市区町村に
転出する 保険証

職場の健康保険に
入ったか扶養家族に
なった

国民健康保険証と加入
した職場の健康保険証

（保険証の交付がない
ときは、健康保険の資格
取得証明書）

死亡した 保険証

生活保護を受けるよ
うになった

保険証、保護開始決定通
知書

そ
の
他

住所、世帯主、氏名な
どを変更した

保険証、届け出者の本人
確認書類

就学のため他の市区
町村に転出し本市の
保険証が必要

保険証、在学証明書か学
生証の写し、届け出者の
本人確認書類

※社会保険離脱証明書は、各事業所か
各健康保険組合で発行

※各受付期間最終日までの消印有効

※「一日」･･･一日ドック、「通二」･･･通院二日ドック、「宿二」･･･宿泊二日ドック、「脳」･･･特定（後期高齢者）健診+脳ドック（いずれか１つのみ受診）

受診者負担額
<一日>1万2,400円（1万3,000円）
<通二>4万円（4万500円）
<宿二>4万7,000円（4万8,200円）
<脳>2万1,100円（2万1,800円）
※（　）内は消費税率変更(10%)後の額

人間ドック実施機関一覧

新井胃腸科診療所 ○ - - -
あらいクリニック ○ - - -
家崎医院 ○ - - -
うしいけ内科クリニック ○ - - -
生方医院 ○ - - -
江木町クリニック ○ - - -
おおつか内科クリニック ○ - - -
大塚内科医院 ○ - - -
狩野外科医院 ○ - - -
清宮医院 ○ - - -
群馬県健康づくり財団 ○ - - -
群馬中央病院 ○ ○ ○ ○
県立心臓血管センター ○ - ○ -
小板橋医院 ○ - - -

郵送（封書かハガキ）で申し込む場合
送付先 記入事項

国民健康保険
〒371-0014 
朝日町三丁目36-17 
前橋保健センター 
国民健康保険人間ドック担当

❶保険証番号 
❷住所 
❸氏名（ふりがな） 
❹生年月日 
❺電話番号 
❻希望する人間ドックのコース 
❼希望する医療機関
　（第1希望・第2希望）

後期高齢者医療 市役所国民健康保険課 
後期高齢者医療人間ドック担当

病院名 一日 通二 宿二 脳 病院名 一日 通二 宿二 脳 病院名 一日 通二 宿二 脳
木暮医院 ○ - - -
済生会前橋病院 ○ - ○ -
山王医院 ○ - - -
下田内科医院 ○ - - -
城西クリニック - - - ○
上武呼吸器科内科病院 ○ ○ ○ -
総社町内科深沢医院 ○ - - -
高柳胃腸科外科 ○ - - -
武田クリニック ○ - - -
田部医院 ○ - - -
豊田内科医院 ○ - - -
萩原内科医院 ○ - - -
はしづめ診療所 ○ - - -
平井外科医院 ○ - - -

星医院 ○ - - -
前橋協立病院 ○ ○ - ○
前橋赤十字病院 ○ - - ○
前橋広瀬川クリニック ○ - - -
山下医院 ○ - - -
老年病研究所附属病院 ○ ○ ○ ○
若宮内科 ○ - - -
日本健康管理協会 ○ - - -
北関東循環器病院 ○ - - -

市役所　〒 371-8601 大手町二丁目 12-1　☎ 027-224-1111　 FAX  027-224-3003 広報まえばし　平成 31年 3月 15日号 89


